
紆余曲折のスマホアプリ納税開始 

 令和 4年 12月 1日から「国税スマート

フォン決済専用サイト」（スマホ専用）にお

いて、スマホアプリを利用した納税ができ

るようになりました。スマホアプリとは、

いわゆる「〇〇Pay」と呼ばれる決済アプリ

です。現状利用可能なPay払いは、PayPay・

d払い・au PAY・LINE Pay・メルペイ・Amazon 

Payの6種類です。 

 本来でしたら令和 4年 1月から導入され

る予定でしたが、コロナ禍の影響で、決済

専門サイトを運営する事業者の選定が間に

合わず、延期になっていました。紆余曲折

ありましたが、何とか今年の確定申告期間

に間に合わせたといったところでしょうか。 

 

スマホアプリ納付のメリット 

 同様に国税の支払いができるクレジット

カード納付については手数料がかかります

が、スマホアプリ納付の利用については、

決済手数料がかかりません。 

 e-Tax経由で直接銀行口座から引き落と

しで納付する「ダイレクト納付」に比べる

と、必要な入力事項も簡易で、〇〇Payを普

段使いしている方にとっては支払い手続き

も簡単なものになっています。また、e-Tax

の受信通知や「確定申告書等作成コーナー」

で出力される 2次元コードを使って決済サ

イトにアクセスすると、納付区分番号・納

付先税務署・税金の種類・課税期間・納付税

額がすでに入力された状態になるため、さ

らに簡単に納付ができます。 

 

スマホアプリ納付のデメリット 

 スマホアプリ納付は 1回の納付額上限が

30万円であるため、それ以上の納付を行う

ためには複数回に分けて手続きを行う必要

があります。 

 また、各種 Pay払いには独自に支払い上

限額が設定されていて、例えばPayPayだと

過去24時間で最大50万円、過去30日間で

200万円が支払い上限（残高使用時）、au PAY
だと 1日あたり 50万円の支払い上限が設

定されています。この支払い上限にかかっ

てしまうと、Pay払い自体がしばらくできな

くなってしまうことになり、納付どころか

普段使いもできなくなってしまいますので

注意が必要です。あまり大きな額の納付を

扱うことは想定していない支払い方法なの

でしょうか。 
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スマホアプリ納税の 

メリット・デメリット 

一時的に支払い上限を

上げてくれるサービス

もあるようですね。 

また、Pay払いのポイン

トは、付くものと付か

ないものがあります。 
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